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資料４ 

 

国民健康保険税における「軽減制度」の改正について 

 

１ 国保税の軽減制度について 

豊山町では、世帯主及び国保加入者等の所得が、基準より低い場合には、下表のとお

り国保税（均等割・平等割）を軽減しています。 

 

（１）軽減基準 

軽減種別 Ｈ２６軽減基準所得（世帯主及び国保加入者等の合計所得） 

７割軽減 ３３万円以下 

５割軽減 ３３万円＋２４．５万円×（国保加入者等の人数）以下 

２割軽減 ３３万円＋４５万円×（国保加入者等の人数）以下 

※国保加入者等・・・国保加入者及び特定同一世帯所属者（国保から後期高齢者医療

に移行した人） 

 

（２）根拠法令 

地方税法施行令（第５６条の８９）において国保税の軽減の基準が定められており、

これに基づいて、法定軽減として、国の基準どおりに各市町村が条例により定めること

になっています。 

豊山町では、豊山町国民健康保険税条例（第２３条）により、国の基準どおりに定め

ています。 

 

２ 軽減基準の改正案について 

（１）改正の趣旨 

低所得者における国保税の負担軽減を拡充（対象者増）するため、国が平成２７年度

から軽減対象となる所得基準額を引き上げる改正を行う予定です。 

豊山町も同様に低所得者の負担軽減を図るため、国の基準どおり軽減の基準を改正す

る予定です。 

 

（２）軽減基準の改正案 

軽減種別 改正 軽減基準所得（世帯主及び国保加入者等の合計所得） 

５割軽減 
改正前 ３３万円＋２４．５万円×（国保加入者等の人数）以下 

改正後 ３３万円＋２６万円×（国保加入者等の人数）以下 

２割軽減 
改正前 ３３万円＋４５万円×（国保加入者等の人数）以下 

改正後 ３３万円＋４７万円×（国保加入者等の人数）以下 

平成２７年１月１４日に閣議決定された税制改正大綱に同内容が記載されました。 

地方税法施行令は平成２７年３月に改正される予定です。 

町の条例改正は地方税法施行令の改正後の平成２７年４月に行う予定です。 
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３ 改正による影響について 

（１）軽減に該当する世帯数（Ｈ２６年度本算定時ベース） 

軽減種別 Ｈ２６年度 ① Ｈ２７年度 ② 増減（＝②－①） 

７割軽減 ４８２世帯 ４８２世帯  ０世帯 

５割軽減 ２５８世帯 ２７８世帯 ２０世帯 

２割軽減 ２６６世帯 ２７０世帯 ４世帯 

計 １，００６世帯 １，０３０世帯 ２４世帯 

 

（２）軽減額の増加（Ｈ２６年度本算定時ベース） 

軽減種別 Ｈ２６年度 ① Ｈ２７年度 ② 増減（＝②－①） 

７割軽減 １，７７５万円 １，７７５万円 ０万円 

５割軽減 ８５２万円 ９２１万円 ６９万円 

２割軽減 ３４９万円 ３５０万円 １万円 

計 ２，９７６万円 ３，０４６万円 ７０万円 

※軽減額に対しては、基盤安定繰入金制度（県 3/4負担）による財政支援があります。 


